
仕   様   書 

産業観光局中央卸売市場第二市場  

（担当 東出、打海 電話 681-5791） 

件 名 
大動物と室床修繕 
（中央卸売市場第二市場） 

履 行 期 限 契約の日の翌日から令和８年５月３１日まで 

契 約 条 件 
本委託は、京都市契約事務規則及び契約書によるもののほかはすべてこの仕様書に

よる。 

  

第１ 目的 

と畜作業により劣化した大動物のと室の床を修繕することにより、と室の衛

生を維持し第二市場の円滑な運営に寄与することを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

仕様書において使用する用語のうち、契約書で定義していない用語を、次のと

おり定義する。 

      監督員  京都市契約事務規則第３９条に規定する監督職員等のことであり、

本契約においては、産業観光局中央卸売市場第二市場に所属する職

員をいう。 

 

第３ 委託範囲 

別紙に示す３箇所の範囲（赤枠の範囲）の溝及び床を表面研磨及び適切な下

地処理をしたうえで、以下の水系硬質ウレタン樹脂系の塗膜防水材により修繕

する。 

① クリーン部の溝 

  ・ 溝の寸法：横１０００×縦６５００ｍｍ 

・ 塗膜防水材 

材料：アートフロアーＨＲ／Ｍ 

    色味：グリーン 

② ダーティー部の溝 

  ・ 溝の寸法：横２０００×縦２９００ｍｍ 

・ 塗膜防水材 

材料：アートフロアーＨＲ／Ｍ 

    色味：ベージュ 

③ 副生物部の溝及び床 

  ・ 溝及び床の寸法：横１１００×縦１７００ｍｍ、横６００×縦７００ｍｍ 

・ 塗膜防水材 



材料：アートフロアーＨＲ／Ｍ 

    色味：グリーン 

 

第４ 各種図面等 

平面図及び箇所写真（別紙） 

 

第５ 実施要領 

１ 作業は、原則５月２日（土）と畜終了後から開始し、養生期間を含めて、５月

６日（水）までに終えること。（５月７日（木）からと畜作業を開始する。）作業

時間は原則午前９時以降に行い１７時までに終えること。それ以外の時間に作業

を希望する場合は、別途、監督員から指示された時間とすること。 

２ と室へは発注者が指定する入口から入ること。 

３ 施設を汚損することがないよう必要に応じ養生等を行い、臭気が発生する際

は、送風機等により適切に換気を行うこと。なお、換気に際して窓、ドアを開放

する場合は異物がと室に入らないよう防虫網等を設置すること。 

４ 作業完了後は、施工写真、完成写真及び完了届を提出すること。 

 

第６ 提出書類 

受注者は次の書類を提出すること。 

・ 施工写真 

・ 完成写真 

・ 完了届（支払書類と共に提出） 

 

第７ 衛生管理及び養生等 

１ 第二市場は３足制である。次のとおり履物を変えること。 

⑴ 外部から下足場  …下履き 

⑵ 建物内      …上履き 

⑶ と畜関係諸室   …汚れていない白長靴 

２ 作業はヘルメットの下にヘアーキャップ、新しい手袋を着用すること。 

なお、枝肉が保管された冷蔵庫に入室する場合はマスク、不織布のつなぎ（タ

イベックウェア等）を着用すること。これ以外のものの着用を希望するときは監

督員の承諾を得ること。 

３ 原則として、資材、備品及び各種機械等の室内設置物は移動させないこと。や

むを得ず移動させる場合は、作業後、元通りとすること。 

４ 室内設置物は埃やゴミ等で汚損しないよう清潔な使い捨て養生シート等で覆

うこと。 

５ 作業終了後は、ビス等の小物、道具、工具等の置き忘れがないことを十分確認

すること。 

６ 作業終了後は、据付の水栓及びホースを用いて室内の清掃を行うこと。 

 

第８ 支払方法 



代金については、受注者から必要な書類を受領した後、提出された請求書に基

づき支払う。 

 

第９ その他の事項 

１ 受注者は、労働基準法、労働安全衛生法その他業務の実施に関係する法令に基

づき業務を実施する。 

２ 第二市場は食品を扱う施設であり、衛生面には特に注意して業務を行うこと。 

３ 第二市場内の衛生管理区域内に出入する場合は、必ず所定の消毒を行うこと。 

４ 修繕の実施等により発生する細部の事項は、監督員と受注者が協議のうえ決定

する。 

５ 受注者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らして

はならない。 

６ 受注者は、当該作業に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入らないものとす

る。 

７ 発注者は、受注者に対し、第二市場内において水及び電力を無償で提供する。

ただし、受注者は節水、節電に努めること。 

８ 第二市場内で口蹄疫等の家畜伝染病に罹患した動物が発見され、家畜保健衛生

所による防疫体制が発動された場合、と畜業務が停止に近い状態となり、本委託

の履行に支障が生じる可能性がある。その場合、監督員と受注者が協議のうえ、

本契約内容に必要な変更を行う。 

 


